
は
じ
め
に

野
呂
栄
太
郎
の
国
家
＝
最
高
地
主
説

国
家
＝
最
高
地
主
説
の
成
立

国
家
＝
最
高
地
主
説
の
展
開

国
家
＝
最
高
地
主
説
の
根
拠

野
呂
説
の
問
題
点

川
島
武
宜
の
地
租
改
正
論

土
地
私
有
権
と
土
地
高
権
の
分
化

地
代
と
租
税
の
分
化

川
島
説
の
問
題
点

ま
と
め
に
か
え
て

は
じ
め
に

地
租
改
正
実
施
後
の
地
租
、
即
ち
改
正
地
租
の
性
格
を
如
何
に
規
定
す
る
か
、

そ
れ
を
租
税
ま
た
は
地
代
の
、
い
ず
れ
の
範
時
に
属
す
る
も
の
と
捉
え
る
か
は
、

改
租
後
の
土
地
所
有
や
国
家
の
性
格
を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
と
も

連
関
し
、
日
本
資
本
主
義
論
争
以
来
、
今
日
に
い
た
る
で
、
地
租
改
正
研
究
の

究
極
的
焦
点
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
地
租
改
正
研
究
で
は
、左
の
一
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
考

え
方
が
出
現
し
て
い
る
。

地
租
改
正
は
、

（中
略
）
資
本
主
義
経
済
の
全
社
会
的
発
展
の
た
め
の
改

革
で
あ
り
、
近
代
的
な
諸
関
係
の
構
造
的
創
出
の
契
機
と
な

っ
た
意
味
に
お

い
て
、
近
代
的
土
地
所
有
と
近
代
的
租
税
制
度
と
を
体
制
的
に
整
備
し
た
政

策
と
、
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
。

私
有
財
産
制
を
基
礎
と
す
る
近
代
国
家
に
と

っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
土
地

所
有
と
租
税
制
度
の
在
り
方
が
、
そ
の
基
底
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
地

租
改
正
は
、
そ
の
意
味
で
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
出
発
す
る
礎
石
を
築
い

た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
改
革
で

あ

っ
た
。
Ｔ
）

こ
う
し
た
考
え
方
に
立

つ
と
、
改
正
地
租
は
如
何
な
る
意
味
で
も
地
代
で
は

あ
り
得
ず
、
租
税
以
外
の
同
者
で
も
な
い
こ
と
は
明
自
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

既
往
の
地
租
改
正
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
ま
さ
に
正
反
対
と
言

っ
て
よ

い
、
国
家
を
最
高
の
地
主
と
考
え
、
改
正
地
租
に
地
代
と
し
て
の
性
格
も
認
め

よ
う
と
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
国
家
＝
最
高
地
主
説
な
い
し
改
正
地
租
＝
地
代
説
が
登
場
し
て
く
る

に
は
、
そ
れ
相
応
の
理
論
上
な
い
し
歴
史
認
識
上
の
根
拠
が
あ
る
と
見
て
よ
か

ろ
う
。
い
っ
た
い
、
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
で
、
こ
の
学
説
に
ど
う
投
影
さ
れ

て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
事
柄
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
改
正
地
租
の
性
格
を
規

定
す
る
作
業
を
す
す
め
る
上
で
、
不
可
避
の
学
史
的
要
請
の

一
つ
と
言
え
よ
う
。

同
時
に
、
そ
れ
は
、
最
近
の
地
租
改
正
研
究
に
あ
ら
わ
れ
た
前
引
の
如
き
考
え

方
を
吟
味
す
る
材
料
の

一
端
を
提
供
し
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

小
稿
で
は
、
野
呂
栄
太
郎
と
川
島
武
宜
の
所
論
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
如

伺
な
る
理
論
と
歴
史
認
識
と
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
別

稿
に
お
い
て
は
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
ら
の
歴
史
認
識
上
の
源
泉
の
究
明

と
あ
わ
せ
て
、
如
上
の
学
史
的
要
請
に
応
え
る
作
業
を
す
す
め
る
こ
と
と
し
た

い
。

0∈⇒0 個)0(⊃0

改

正
地

租

の
性

格

規

定

を

め

ぐ

っ
て

国

家

＝

最

高

地

主

説

を

中

心

に
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一　
野
呂
栄
太
郎
の
国
家
＝
最
高
地
主
説

０
　
国
家
＝
最
高
地
主
説
の
成
立

野
呂
栄
太
郎
の
地
租
改
正
論
が
国
家
＝
最
高
地
主
説
な
い
し
改
正
地
租
＝
地

代
説
の
嗜
矢
を
な
す
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
野
呂
も
最
初

か
ら
そ
う
し
た
所
論
を
と

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
野
呂
の
主
著

『
日
本
資

本
主
義
発
達
史
』

に
収
録
さ
れ
た
論
文

「
日
本
資
本
主
義
発
達
史
」

（
一
九
二

七
年

一
～
二
月
脱
稿
）
で
は
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

明
治
維
新
の
改
革
特
に
土
地
改
革
は
私
有
権
の
確
認
、
地
租
改
正
等
に
よ

っ
て
土
地
を
し
て
純
然
た
る
資
本
家
的
搾
取
の
手
段
た
ら
し
め
、
資
本
家
的

地
主
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
た
が
、
恩
恵
は
竃
も
自
作
農
お
よ
び
小
作
農

に
は
及
ば
ざ
り
し
の
み
な
ら
ず
　
彼
ら
は
か
え

っ
て
耕
作
権
の
不
安
定
、
諸

種
の
入
会
権
の
没
収
等
に
遭
遇
し
た
る
上
、
資
本
主
義
的
価
格
変
動
の
最
も

不
利
な
る
影
響
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
封
建
的
誅
求

を
免
れ
得
た
者
は
、
小
作
農
や
小
農
民
で
は
な
く
し
て
産
業
資
本
家
化
せ
る

地
主
だ
け
で
あ

っ
た
。
（３

地
租
改
正
を
頂
点
と
す
る
土
地
改
革
に
よ

っ
て
、
土
地
の
私
有
権
が
確
認
さ

れ
、
地
主
は

「
封
建
的
誅
求
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
国

家
＝
最
高
地
主
説
な
い
し
改
正
地
租
＝
地
代
説
の
片
鱗
す
ら
、
こ
こ
に
は
見
出

な
い
。

野
呂
の
変
化
は
、

「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の

『
日
本
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」

（
一

九
二
七
年
七
月
十
五
日
採
用
、
翌
年

一
月

『
イ
ン
プ
レ
コ
ー
ル
』
掲
載
）
を
中

心
と
す
る
論
争
」
↑
）
を
機
に
お
こ
る
。
野
呂
は
、
論
文

「
日
本
資
本
主
義
発
達

の
歴
史
的
諸
条
件
」

（
一
九
二
七
年

一
二
月
脱
稿
）
に
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

地
租
改
正
は
、

（中
略
）
直
ち
に
封
建
地
代
の
廃
除
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
事
実
上
、
た
だ
、
封
建
的
土
地
領
有
者

へ
の
生

産
物
地
代

（物
納
貢
租
）
が
、
今
や
唯

一
最
高
の
独
占
的
土
地
領
有
者
た
る

国
家

へ
の
貨
幣
地
代

（金
納
地
租
）
に
転
化
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
。
Ｔ
）

改
正
地
租
は
、
国
家

へ
の
貨
幣
地
代
と
さ
れ
、
そ
の
根
拠
は
改
正
地
租
の
高

額
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

地
租
は
、

（中
略
）
農
業
生
産
に
お
け
る
全
剰
余
価
値
の
大
論
″
た
は
少

な
く
と
も
重
要
な
る
部
分
を
強
権
的
に
奪
取
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
封

建
地
代
と
そ
の
実
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
Ｔ
）

か
く
て
、　
コ
一七
年
テ
ー
ゼ
」
を
受
け
る
形
で
、
野
呂
の
国
家
＝
最
高
地
主

説
な
い
し
改
正
地
租
＝
地
代
説
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

０
　
国
家
＝
最
高
地
主
説
の
展
開

野
呂
の
国
家
＝
最
高
地
主
説
は
、
日
本
資
本
主
義
論
争
、
就
中
猪
俣
津
南
雄

と
の
論
争
を
経
て
、
体
系
的
な
も
の
へ
と
仕
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
書
評

「
猪
俣

津
南
雄
氏
著

『
現
代
日
本
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
地
位
』
を
評
す
」

（
一

九
二
九
年
四
月
発
表
）
で
、
猪
俣
の
所
論
を
批
判
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

明
治
維
新
の
変
革
は
、
封
建
諸
侯
の
土
地
領
有
を
廃
止
し
、
土
地
の
占
有

者
を
所
有
権
者
と
し
て
立
法
的
に
確
認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
確

認
さ
れ
た
土
地
所
有
権
は
封
建
的
土
地
領
有
権
の
転
化
さ
れ
、
移
行
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
封
建
諸
侯
の
土
地
領
有
権
は
、
実
質
的
に
は
、

「
皇
土
」

の
名
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
明
治
政
府
の
下
に
統

一
的
に
継
承
せ
ら
れ
た
に

す
ぎ
な
か

っ
た
。
従

っ
て
、
猪
俣
氏
の
理
解
す
る
よ
う
に
、
明
治
維
新
の
変

革
運
動
は
、
直
ち
に
封
建
的
絶
対
主
義
を
廃
絶
し
た
所
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命

で
は
な
い
。

（中
略
）
明
治
六
年
の
地
租
改
正
に
よ
り
物
納
地
租
が
金
納
地

租
と
な

っ
た
後
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
単
に
封
建
的
生
産
物
地
代
が
封
建
的

貨
幣
地
代
に
転
化
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
。
農
業
生
産
力
の
増
大
と
穀
価
の
騰

貴
と
に
よ

っ
て
相
対
的
に
軽
減
せ
ら
れ
た
金
納
地
租
は
、
近
代
的
租
税
と
し

て
次
第
に
そ
の
封
建
的
貨
幣
地
代
た
る
性
質
を
場
棄
し
た
と
は
い
え
、
な
お

依
然
と
し
て
地
代
的
性
質
を
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我

が
国
に
お
け
る
土
地
所
有
関
係
の
特
殊
な
る
歴
史
的
発
展
は
、
直
接
的
小
生

産
者
と
直
接
対
立
す
る

「
資
本
家
的
」
地
主
の
多
数
を
存
在
せ
し
め
て
い
る

ば
か
り
で
な
く
、
日
本
国
家
そ
の
も
の
に
も

一
大
地
主
な
る
性
質
を
帯
び
し

め
て
い
る
。
我
が
封
建
的
絶
対
主
義
的
国
家
機
構
の
依
然
た
る
残
存
の
物
質

的
基
礎
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
た
、
こ
こ
に
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（３
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こ
こ
で
の
野
呂
の
所
論
は
左
の
如
く
整
理
で
き
よ
う
。

①
維
新
後
、
土
地
の
私
有
権
が
法
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
上
位
に
立

つ
土
地
所

有
規
範
と
し
て
、
国
家
的
土
地
所
有

（
「
皇
土
」
所
有
）
が
設
定
さ
れ
た
。

②
国
家
的
土
地
所
有
は
、
国
家
が
封
建
的
土
地
領
有
を
統

一
的
に
継
承
す
る

こ
と
で
成
立
し
た
。

③
改
正
地
租
の
本
質
は
、
封
建
地
代
の

一
形
態
た
る
貨
幣
地
代
で
あ
る
。

④
改
正
地
租
は
、
農
業
生
産
力
の
増
大
と
穀
物
価
格
の
騰
貴
に
よ
り
、
近
代

的
租
税
と
し
て
の
性
格
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
地
代
的
性

格
を
完
全
に
揚
棄
す
る
に
い
た

っ
て
は
い
な
い
。

③
か
か
る
国
家
的
土
地
所
有
こ
そ
、
封
建
的
絶
対
主
義
的
国
家
機
構
の
物
質

的
基
礎
を
な
す
。

０
　
国
家
＝
最
高
地
主
説
の
根
拠

野
呂
は
、
如
上
の
見
地
を
、
土
地
所
有
の
問
題
で
の
猪
俣
批
判
を
詳
細
に
展

開
し
た
論
文

「
日
本
に
お
け
る
土
地
所
有
関
係
に
つ
い
て

――
な
か
ん
ず
く
、

い
わ
ゆ
る

『封
建
的
絶
対
主
義
勢
力
の
階
級
的
物
質
的
基
礎
』
の
問
題
を
中
心

と
し
て

Ｉ
Ｌ
　
（
一
九
二
九
年
五

・
九
月
発
表
）
に
お
い
て
再
確
認
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
理
論
上
の
根
拠
を

『
資
本
論
』
第
二
巻
第
六
篇
第
四
七
章

「
資
本

主
義
的
地
代
の
生
成
」
で
の
次
の
指
摘
に
求
め
て
い
る
。

土
地
所
有
者
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
主
権
者
と
し
て
直
接
に
彼
ら
に
相
対

す
る
も
の
が
、
私
的
土
地
所
有
者
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
よ
う
に
国

家
で
あ
る
な
ら
ば
、
地
代
と
租
税
は

一
致
す
る
。
ま
た
は
む
し
ろ
、
こ
の
ば

あ
い
に
は
、
地
代
の
こ
の
形
態
と
異
な
る
租
税
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
事
情

の
も
と
で
は
従
属
関
係
は
、
こ
の
国
家
に
た
い
す
る
す
べ
て
の
臣
属
関
係
に

共
通
な
形
態
以
上
に
苛
酷
な
形
態
を
も
つ
こ
と
を
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に

も
必
要
と
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
国
家
が
最
高
の
地
主
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

主
権
は
、
国
民
的
規
模
で
集
積
さ
れ
た
土
地
所
有
で
あ
る
。
（ι

右
の
部
分
を
引
用
し
て
、
そ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
所
論
が
維
新
後
の
土
地
所

有
に
適
用
で
き
る
と
す
る
。

こ
の
マ
ル
ク
ス
か
ら
の
引
用
は
、
明
治
維
新
の
変
革
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
日
本
の
土
地
所
有
関
係
の
本
質
を
、
最
も
浮
彫
り
的
に
定
式
化
し
て
い

る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
し
か
に
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
国
家
は

最
高
の
地
主
で
あ
り
、
主
権
は
国
民
的
規
模
に
集
積
せ
ら
れ
た
る
土
地
所
有

で
あ
る
。
我
が
国
の
地
租
は
、
そ
の
伝
統
的
観
念
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の

実
質
に
お
い
て
も
、
地
代
の
形
態
と
本
質
的
に
異
な
る
何
物
で
も
あ
り
得
な

い
ｏ
（８
）

マ
ル
ク
ス
の
所
論
を
適
用
す
る
歴
史
認
識
上
の
根
拠
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
明
治
維
新
の
変
革
に
よ

っ
て
、
土
地
の
純
封
建
的
領
有
関
係

は
、
そ
れ
に
付
随
せ
る
諸
制
限
と
と
も
に
、　
一
応
廃
除
せ
ら
れ
た
。
と
は
い

え
、
こ
の
事
は
、
直
ち
に
、
氏
の
言
う
が
如
く
、

「
封
建
的
絶
対
主
義
の
基

た
る
封
建
制
農
業
の
土
地
制
度
を
撤
廃
し
」
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
、
純
封
建
的
土
地
領
有
関
係
の
廃
除
を
、
す
な
わ
ち

幕
府
始
め
三
百
諸
侯
に
よ
る
純
封
建
的
土
地
領
有
関
係
を
撤
廃
し
て
、
そ
れ

に
代
う
る
に
絶
対
専
制
君
主
の
主
権
の
下

へ
の
統

一
的
土
地
領
有
を
も

っ
て

し
た
に
す
ぎ
ぬ
。
（３

「
版
籍
奉
還
よ
り
廃
藩
置
県
に
至
る

一
連
の
諸
変
革
に
よ
Ｌ
じ
る
領
主
権
の

国
家

へ
の
帰
属
と
と
も
に
、
農
業
に
お
け
る
生
産
様
式
の
変
革
の
欠
如
と
い
う

歴
史
認
識
が
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
は
最
高
地
主
で
、
租
税
と
地
代
は

一
致

す
る
、
と
い
う

マ
ル
ク
ス
の
所
論
を
適
用
す
る
根
拠
と
な

っ
て
い
る
。

未
だ
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
顕
著
な
る
発
達
を
見
ず
、
農
民
の
大
部

分
が
小
生
産
者
で
あ
り
、
直
接
の
生
産
者
で
あ
る
我
が
国
の
現
状
に
お
い
て

は
、依
然
と
し
て
、
「
国
家
は
最
高
の
地
主
で
あ
る
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ｎ^
）

こ
れ
を
要
す
る
に
、
野
呂
の
国
家
＝
最
高
地
主
説
な
い
し
改
正
地
租
＝
地
代

説
は
、　
マ
ル
ク
ス
の
ア
ジ
ア
国
家
＝
最
高
地
主
か
つ
租
税
＝
地
代
説
を
理
論
上

の
、
ま
た
維
新
変
革
に
お
け
る
領
主
権
の
国
家
帰
属
と
、
農
業
に
お
け
る
生
産

様
式
の
変
革
の
欠
如
と
を
歴
史
認
識
上
の
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
と
し
て
成
り
立

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

①
　
野
呂
説
の
問
題
点

野
呂
の
国
家
＝
最
高
地
主
説
な
い
し
改
正
地
租
＝
地
代
説
は
、
そ
の
根
拠
が
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提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
問
題
点
が
自
ず
と
明
ら
か
と
な

っ
て
く
る
。

ま
ず
気
が

つ
く
点
は
、
国
家
を
最
高
地
主
と
し
な
が
ら
も
、
農
民
の
土
地
私

有
権
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
野

呂
の
説
明
を
見
て
み
よ
う
。

明
治
政
府
は
、
先
づ

（中
略
）
、
封
建
的
土
地
領
有
関
係
を
撤
廃
し
て
、

一
方
、
国
家
権
力
の
下

へ
の
国
民
的
規
模
に
お
け
る
土
地
所
有
の
集
積
を
遂

行
し
た
と
と
も
に
、
他
方
、

（中
略
）
土
地
の
私
的
所
有
の
自
由
な
る
発
達

の
た
め
の
障
碍
を
も
取
り
除
い
た
。
だ
が
、
か
く
し
て
、
我
が
小
農
民
が
享

得
し
た
土
地
所
有
の
自
由
は
、
実
は
か
え

っ
て
封
建
的
搾
取
条
件
の
国
民
的

規
模
に
お
け
る
拡
大
再
生
産
の
た
め
の
―
―

従

っ
て
、
資
本
の
原
始
的
蓄
積

の
最
も
自
由
な
る
遂
行
の
た
め
の
―
―
土
地
処
分
の
自
由
、
す
な
わ
ち
土
地

の
売
買
、
分
割
な
ら
び
に
兼
併
、
賃
貸
借
お
よ
び
質
入
れ
等
の
自
由
に
す
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
。
）

土
地
所
有
の
自
由
の
法
認
は
、
絶
対
主
義
権
力
維
持
と
原
蓄
政
策
推
進
の
た

め
の
財
源
確
保
が
目
的
だ
、
と
す
る
。

明
治
政
府
は
、
多
数
の
官
吏
群
と
巨
大
な
る
常
備
軍
と
を
擁
し
、
間
断
な

く
増
大
す
る
公
債
制
度
を
維
持
し
、
さ
ら
に
ブ
ル
シ
ョ
ア
的
保
護
政
策
を
遂

行
す
る
た
め
に
、
近
代
的
租
税
制
度
の
確
固
た
る
基
礎
の
上
に
、
絶
え
ず
加

速
度
的
に
膨
張
す
る
中
央
財
政
を
維
持
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
土
地
処
分

の
、
す
な
わ
ち
土
地
の
私
的
所
有
の
確
認
の
目
的
が
、
近
代
的
租
税
制
度
の

確
立
に
あ

っ
た
こ
と
は
、

（中
略
）
明
ら
か
で
あ
る
。
（じ

地
租
改
正
も
こ
の
財
源
確
保
の
た
め
の
も
の
で
、
改
正
地
租
は
国
家

へ
の
貨

幣
地
代
で
あ
り
、
旧
貢
租
負
担
額
と
変
わ
ら
ぬ
前
資
本
主
義
的
地
代
で
あ
る
と

い
う
。地

租
改
正
の
主
眼
は
、
如
上
の
財
政
的
必
要
に
応
ず
る
た
め
、
当
時
な
お

通
常
歳
入
の
八
割
前
後
を
占
め
た
地
租
収
入
を
し
て
、
農
業
生
産
物
の
豊
凶

と
価
格
変
動
と
か
ら
、
従

っ
て
ま
た
個
々
の
農
民
の
担
税
能
力
と
か
ら

「
解

放
」
し
、

「
自
由
」
に
せ
ん
と
す
る
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

（中
略
）

地
租
改
正
は
、

（中
略
）
直
ち
に
封
建
的
地
代
の
廃
除
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
く
、
事
実
上
、
た
だ
、
旧
封
建
的
土
地
領
有
者

へ
の
生
産
物
地
代

（物
納
貢
租
）
が
、
今
や
唯

一
最
高
の
独
占
的
土
地
領
有
者
た
る
中
央
集
権

的
専
制
国
家

へ
の
貨
幣
地
代

（金
納
地
租
）
に
転
化
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
租
税
負
担
の
実
額
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
軽
減
を
見

な
か

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
も
、
地
代
の
前
資
本
主
義

的
性
質
を
基
も
場
棄
せ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
（じ

改
正
地
租
の
本
質
が
前
資
本
主
義
的
な
貨
幣
地
代
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と

「
土

地
所
有
の
自
由
」
な
る
も
の
と
は
、
い
っ
た
い
両
立
し
得
る
も
の
な
の
か
。

『
資
本
論
』

の
前
引
部
分
に
は
、
そ
も
そ
も
次
の

一
文
が
続
い
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
か
わ
り
に
、
こ
の
ば
あ
い
は
私
的
土
地
所
有
は
存
在
し
な
い
。

も
ち
ろ
ん
土
地
の
私
的
な
ら
び
に
共
同
的
な
占
有
や
用
益
は
存
在
す
る
。
（じ

マ
ル
ク
ス
は
、
国
家
＝
最
高
地
主
の
土
地
所
有
の
下
で
は
私
的
土
地
所
有
は

存
在
せ
ず
、
占
有

・
用
益
の
み
が
認
め
ら
れ
る
、
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
野
呂
は
、
こ
の

一
文
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
う
述
べ
る
。

維
新
の
土
地
変
革
の
結
果
、
封
建
的
土
地
領
有
権
は
中
央
集
権
的
専
制
国

家
の
領
土
権
の
中
に
集
中
統

一
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
農
耕
に
従
事
せ
る
旧

来
の
土
地
占
有
者
の
大
部
分
は
そ
の
占
有
地
の
処
分
に
対
す
る
諸
種

の
封
建

的
制
限
か
ら
自
由
に
せ
ら
れ
た
。
彼
ら
は
そ
の
占
有
地
を
自
由
に
分
割
し
、

売
買
し
、
質
入
れ
し
、
ま
た
小
作
地
と
し
て
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
。
従

っ
て
彼
ら
は
名
日
上
は
独
立
の
農
民
的
土
地
所
有
者
と
な

っ

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
あ
え
て

「
名
目
上
の
」
と
言
う
の
は
、

そ
れ
に
よ

っ
て
、
彼
ら
は
封
建
的
地
代
義
務
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
否
、
彼
ら
が
土
地
私
有
者
な
る
こ
と
自
体
が
直
ち
に
彼

ら
の
地
租
納
税
義
務
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
（じ

そ
し
て
、
野
呂
は
、
こ
の

「
名
目
上
」
の
土
地
所
有
は
、

「
厳
密
に
言
う
な

ら
ば
」
と
し
て
、
前
述
の

『
資
本
論
』
の

一
文
を
引
い
て
、

「
ま
だ
自
由
に
し

て
、
独
立
な
る
土
地
私
有
者
と
な

っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
」
い
と
す

る
。
じ^
か
か
る
発
想
を
前
提
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
論
述
も
登
場
す
る
。

地
租
改
正
を
枢
軸
と
す
る
維
新
の
土
地
改
革
の
結
果
、
土
地
処
分
の

一
切

の
自
由
が
認
め
ら
れ
、　
一
方
従
前
の
地
代
義
務
者
の
大
部
分
が

一
応
名
目
上

独
立
の
農
民
的
占、
称
者
に
転
化
さ
れ
た
と
と
も
に
、
他
方
土
地
の
ブ
ル
シ
ョ
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ア
的
占
有
の
発
達
を
も
見
る
に
至

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
（じ

「
土
地
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
占
有
」
の
担
い
手
た
る

「
土
地
の
法
律
的
占
有
者

と
し
て
の
地
主
Ｌ
じ

は
、

「
最
高
の
独
占
的
土
地
所、
有、
者
と
し
て
の
専
制
国

家
」
昴
）と
対
立
し
て
、

「
専
制
支
配
に
対
す
る
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
運
動
に
、
す

な
わ
ち

『
自
由
民
権
』
運
動
」
貫
）に
む
か
う
が
、
産
業
革
命
の
進
展
に
と
も
な

う
穀
価
の
騰
貴
が
地
主
と
国
家
の
対
立
を
緩
和
す
る
と
い
う
。

小
作
小
農
民
か
ら
そ
の
過
重
な
る
小
作
料
を
依
然
と
し
て
現
物
形
態
で
徴

収
し
て
い
る
地
主
は
、
穀
価
の
騰
貴
に
よ
っ
て
、
そ
の
金
納
地
租
負
担
を
著

し
く
軽
減
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ち
ょ
う
ど
十
六
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
資

本
家
的
小
作
農
業
者
が
貨
幣
価
値
下
落
の
過
程
を
通
し
て
土
地
所
有
者
の
犠

牲
に
お
い
て
富
裕
に
な

っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
国
家
を
小
作
小
農
民

へ
の
犠

牲
に
お
い
て
い
よ
い
よ
富
裕
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
３^

如
上
の
野
呂
の
説
明
を
通
観
す
る
と
、
国
家
＝
最
高
地
主
説
を
唱
え
る

一
方
、

農
民
の
土
地
私
有
権
が
そ
れ
と
並
立
し
得
る
か
の
如
き
論
述
を
当
初
な
し
て
い

た
が
、
「
資
本
論
』
の
ア
ジ
ア
国
家
＝
最
高
地
主
説

へ
の
依
拠
を
徹
底
し
た
結
果
、

そ
れ
を
撤
回
す
る
に
至

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
農
民
の
土
地
私
有
権
の

本
質
は
、
処
分
の
自
由
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
厳
密
に
は
所
有
で
は
な
く
占
有

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

野
呂
の
混
乱
は
、

「
法
律
的
占
有
」
な
る
奇
妙
な
表
現
で
、
そ
の
極
に
達
し

て
い
る
。
法
理
上
、
所
有
と
占
有
の
区
別
は
明
自
で
あ
る
。
所
有
と
い
う
の
は
法

的
権
利
の
裏
付
け
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
概
念
だ
が
、
占
有
の
場
合
、
そ
の

事
実
が
あ

っ
て
も
法
律
上
所
有
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
は
あ
り
得

る
。
し
た
が

っ
て
、

「
法
律
的
占
有
」
な
い
し

「
法
律
上
の
占
有
」
と
は
所
有

以
外
の
何
者
で
も
あ
り
得
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
表
現
は
、
維
新
変
革
後

に
お
け
る
、
農
民
の
土
地
に
対
す
る
関
係
を
、
占
有
の
概
念
を
も

っ
て
把
握
す

る
こ
と
に
、
如
伺
に
無
理
が
あ
る
か
を
、
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。

も

っ
と
も
、
産
業
革
命
下
の
穀
価
騰
貴
に
よ

っ
て
金
納
地
租
負
担
が
著
し
く

軽
減
さ
れ
た
と
、
野
呂
は
指
摘
し
て
い
る
。
は
た
し
て
、
そ
の
結
果
、
土
地
の

占
有
は
所
有

へ
と
転
化
し
た
の
か
。
野
呂
は
、

「
日
本
資
本
主
義
現
段
階
の
諸

矛
盾
」

（
一
九
二
〇
年

一
月
発
表
）
と
い
う
現
状
規
定
を
扱

っ
た
論
文
で
、
「最

一局
の
土
地
領
有
者
と
し
て
直
接
農
民
の
上
に
君
臨
し
て
い
る
所
の
半
封
建
的
な

絶
対

ｘ
×
×
〔
君
主
制

〕
機
構
の
国
家
」
２
）を
云
々
し
て
い
る
。
絶
対
主
義
的

天
皇
制
の
下
で
は
、
依
然
と
し
て
国
家
が
最
高
地
主
で
あ
り
続
け
た
、
と
野
呂

は
考
え
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

仮
に
国
家
が
最
高
地
主
で
、
改
正
地
租
が
地
代
だ

っ
た
と
し
て
も
、

『
資
本

論
』
に
あ
る
よ
う
に
、
地
代
の
他
に
租
税
は
存
在
し
な
い
、
換
言
す
れ
ば
全
て

の
租
税
は
地
代
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
が
維
新
変
革
後
の
わ
が
国
に
あ
て
は
ま

る
の
だ
ろ
う
か
。

最
高
の
土
地
所
有
者
た
る
と
同
時
に
主
権
者
た
る
国
家
に
直
接
隷
属
し
て

い
る
小
農
民
に
お
い
て
は
、
地
租
の
み
が
唯

一
の
地
代
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ

る
租
税
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
地
代
で
あ
る
。
ζ^

野
呂
は
、
右
の
如
く
述
べ
て
、

「
消
費
税
、
関
税
等
の
間
接
税
お
よ
び
戸
数

割
、
家
屋
税
、
そ
の
他
雑
種
税
等
の
地
方
税
」
を
あ
げ
、

「
こ
れ
ら
の
租
税
は

小
農
民

（
自
作
農
た
る
と
小
作
農
た
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
）
に
と

っ
て
地
代
に

は
か
な
ら
な
い
Ｌ
り

と
断
言
す
る
。

国
家
の
土
地
所
有
規
範
に
全
て
の
租
税
の
法
的
根
拠
を
求
め
る
と
す
る
な
ら

ば
、
維
新
変
革
後
の
わ
が
国
は
純
粋
な
る
家
産
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
な
ら
ば
、
何
故
、
帝
国
憲
法
を
制
定
し
、

「
臣
民
権
利
義
務
」
の
章
を
設
け
、

帝
国
議
会
を
開
設
し
て
予
算
審
議
権
や
新
規
課
税
の
承
諾
権
を
与
え
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
租
税
国
家
と
し
て
の
面
が
と
ら
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、

野
呂
説
の
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
ら
ば
、
野
呂
説
が
全
く
の
錯
誤
か
と
言
え
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と

は
言
え
な
い
。
け
だ
し
、
別
に
検
討
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

帝
国
憲
法
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
地
租
改
正
事
業
が

一
応
の
終
了
を
み
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
民
の
土
地
私
有
権
や
改
正
地
租
の
性
格
が
法
的
確
定

を
み
た
と
は
言
い
難
い
状
態
に
あ
る
。
野
呂
説
と
同
様
の
、
国
家
を
最
高
地
主

と
看
倣
す
見
解
が
政
府
首
脳
部
を
は
じ
め
政
府
内
外
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
野
呂
が
そ
う
し
た
土
地
所
有
論
議
の
存
在
や
、
帝
国
憲
法
制

定
に
よ
っ
て
確
定
を
み
る
に
い
た
る
維
新
以
来
の
土
地
を
め
ぐ
る
法
的
関
係
の

推
移
に
知
悉
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
野
呂
説
が
歴
史
実
体
的
に
全

―H―



く
無
根
拠
な
も
の
と

一
蹴
し
去
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
き

た
い
。

二
　
川
島
武
宜
の
地
租
改
正
論

〇
　
土
地
私
有
権
と
土
地
高
権
の
分
化

野
呂
栄
太
郎
の
国
家
＝
最
高
地
主
説
な
い
し
改
正
地
租
＝
地
代
説
の
最
大
の

反
証
は
、

「
法
実
証
主
義
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
は
近
代
的
所
有

権
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
こ
と
に
な
る
」
ス
）法
制

度
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。

「
法
律
は
た
だ
の
観
念
的
存
在
そ
の
も
の
に

と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
現
実
の
規
範
秩
序
と
相
ま

っ
て
の
み
現
実
的

に
意
味
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
と
こ
ろ
の
法
社
会
学
の
立
場

に
立
」，
ぅ
て
、
そ
の
難
点
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
が
川
島
武
宜
で
あ
る
。

川
島
は
、
地
租
改
正
に
先
行
す
る
維
新
後
の

「
制
度
的
改
革
の
措
置
に
よ

っ

て
、
所
有
者

へ
の
支
配
権
能
の
集
中
と
、
国
の
支
配
権
の
抽
象
化
と
、
が
な
し

と
げ
ら
れ
た
」
２
）と
の
理
解
に
立

っ
た
上
で
、　
地
租
改
正
に
よ
っ
て
、
国
家
の

土
地
所
有
権
が
現
実
性
を
喪
失
し
た
と
す
る
。

旧
来
の
現
物
貢
租
は
土
地
の
生
産
物
の
分
配

（例
え
ば
五
公
五
民
）
に
は

か
な
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
租
税

（
地
代
）
を
媒
介
と
し
て
国

（
か
つ
て
は
封
建
的
貴
族
）
は
土
地
に
対
す
る
現
実
的
支
配
を
把
握
し
て
い

る
の
で
あ

っ
た

（
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
は
現
実
の
耕
作
者
が
租
税
負
担
者

と
し
て
意
識
さ
れ
る
）
。
月
）

近
世
の
領
主
支
配
の
下
で
は
、
貢
租
が
地
代
と
租
税
と
の
二
つ
の
性
格
を
あ

わ
せ
も

っ
て
お
り
、
領
主
の
土
地
所
有
権
が
現
実
性
を
具
備
し
て
い
た
、
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
る
に
地
租
改
正
に
よ

っ
て
、
地
租
は
金
納
と
な
り
、　
一
定
の
方
法
で

計
算
さ
れ
る
地
価
に
対
し
、
―

そ
の
土
地
の
現
実
の
収
益
に
関
係
な
く

―
―

徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
価
の
算
定
た
る
や

「
土

地

一
歳
収
穫
′
作
益
ヲ
見
積
り
各
地
ノ
慣
行

二
因
り
伺
分
ノ
利
ヲ
以
テ
地
価

何
程
卜
見
込
相
立
」
る
方
法
に
よ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
地
租
は
土

地
の
収
益
そ
の
ま
ま
の
分
割
で
は
な
く
し
て
、
土
地
の
収
益
を
利
潤
と
し
て

逆
算
し
た
資
本
額
に
対
す
る
租
税
た
る

「
構
成
」
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
し

た
が

っ
て
租
税
負
担
者
は
必
然
的
に
、
か
よ
う
に
貨
幣
価
値
の
独
占
的

「
所

有
者
」
と
な
る
。
か
く
し
て
、
封
建
的
現
物
地
代
は

「
地
租
」
に
転
化
し
、

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
土
地
に
対
す
る
国
の
権
利
は
現
実
的
性
質
を
失

っ

た
。
３
）

地
租
改
正
の
結
果
、
土
地
を
め
ぐ
る
法
的
関
係
は
、
私
的
土
地
所
有
権
と
国

家
の
土
地
高
権
と
に
分
化
し
た
、
と
川
島
は
考
え
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
土
地
の
上
に
並
び
存
し
た
と
こ
ろ
の
二
つ
の
具
体
的
現

実
的
な
支
配
は
、
二
つ
の
極
に
凝
集
し
、　
一
方
に
お
い
て
は
土
地
に
対
す
る

私
人
の
具
体
的
現
実
的
支
配
の
独
占
と
そ
の
完
全
化

（
私
所
有
権
）
、
他
方

に
お
い
て
は
土
地
に
対
す
る
絶
対
制
権
力
の
抽
象
的
支
配
の
独
占
と
そ
の
完

全
化

（土
地
高
権
）
、
と
い
う
相
対
抗
す
る
二
つ
の
完
全
な
絶
対
的
な
権
利

へ
の
分
裂
が
完
成
さ
れ
た
。
（３

野
呂
が
国
家
＝
最
高
地
主
説
と
人
民
の
土
地
私
有
権
を
認
め
る
法
制
度
と
の

矛
盾
に
苦
し
ん
だ
こ
と
は
既
に
綾
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
川
島
は
そ
れ
を

右
の
如
く
私
的
土
地
所
有
権
と
公
権
＝
国
家
の
土
地
高
権
と
の
分
化
と
い
う
論

理
で
も

っ
て
克
服
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
川
島
説
は
、
別
に
検
討
す
る

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
帝
国
憲
法
体
制
下
に
お
け
る
公
権
と
私
権
の
法
的
関
係
、

所
有
権

（土
地
所
有
権
）
の
法
理
、
租
税
の
法
的
根
拠
づ
け
の
あ
り
様
な
ど
に
、

一
定
の
根
拠
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

０
　
地
代
と
租
税
の
分
化

地
租
改
正
に
よ

っ
て
、
土
地
を
め
ぐ
る
法
的
関
係
が
、
人
民
の
土
地
私
有
権

と
国
家
の
土
地
高
権

へ
と
分
化
し
た
と
考
え
る
川
島
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら

直
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
的
な
実
現
形
態
た
る
地
代
と
租
税
の
分
化
が
生
じ

た
、
と
の
結
論
を
引
き
出
そ
う
と
は
し
な
い
。

川
島
は
、
地
租
改
正
を
頂
点
と
す
る
維
新
後
の

「
法
制
上
の
改
革
は
近
代
的

な
所
有
権
を
現
実
的
に
つ
く
り
出
し
た
か
ど
う
か
Ｌ
３
と
問
題
を
提
起
し
、
そ

の

「
問
題
の
中
心
は
、
全
封
建
的
社
会
構
造
の
基
礎
を
な
す
と
こ
ろ
の
土
地
所
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有
の
型
態

・
構
造
に
、
さ
ら
に
そ
の
中
心
は
地
代
の
型
態
に
、
地
代
と
租
税
と

の
分
化
に
、
あ
る
Ｌ
３３
ど
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
く
上
で
の
契

機
と
し
て
、
以
下
の
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。

第

一
に
、

「
版
籍
奉
還
」
に
よ

っ
て
全
国
的
な
規
模
で
最
高
唯

一
の
所
有

者
に
集
中
さ
れ
た
封
建
的
土
地
所
有
。

第
二
に
、
地
租
の
金
納
化
が
、
近
代
的
地
代
と
租
税
と
へ
の
封
建
的
地
代

の
全
さ
近
代
的
分
化
を
意
味
せ
ず
、
さ
し
あ
た
り
単
に
旧
来
の
封
建
的
貢
租

の
貨
幣
形
態

へ
の
転
化
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
地
租
額
と
全
土
地
生
産
物
と
の
割
合
が
旧
貢
租
と
本
質
的
に
は
変
化
が

な
い
こ
と
、
明
治
政
府
自
身
が
、
新
地
租
を
旧
貢
租
と
本
質
的
に
変
化
の
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
且
つ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い

た
こ
と
。

第
二
に
、
新
地
租
は
、
単
純
に
地
代
そ
の
も
の
の
み
で
は
な
く
、
同
時
に

租
税
の
側
面
を
も
、
地
代
と
の
直
接
的
同

一
の
型
態
に
お
い
て
含
み
、
■
つ

近
代
的
な
租
税
の
型
態
を
と

っ
て
い
る
こ
と
。

第
四
に
、
地
租
の
金
納
化
が
、
商
品
生
産

・
流
通
の

一
定
の
発
展
に
よ

っ

て
、
言
わ
ば
下
か
ら
の
必
然
性
の
十
分
な
成
熱
に
よ

っ
て
、
成
立

（
た
と
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｏ
ｏ
日
ヨ
Ｅ
”
一̈
３

の
こ
と
く
）
し
た
の
で
は
な
く
し
て
、
資

本
制
生
産
の
初
発
的
確
立
の
た
め
に
上
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
た

め
に

（
一
般
的
な
貨
幣
の
欠
乏
）
、
そ
れ
は
、
生
産
農
民
の
解
放
、
自
由
独

立
な
経
営

へ
の
近
代
的
転
化
を
促
進
す
る
の
で
な
く
、
彼
ら
の
経
営
の
零
細

化
、
そ
の
破
綻
、
封
建
的
高
率
地
代
を
伴
う
寄
生
的
地
主
と
小
作
人
と
へ
の

分
解
、
を
促
進
し
た
こ
と
。
（き

天
皇

（国
家
）
を
唯

一
の
所
有
者
と
し
て
集
中
さ
れ
た
封
建
的
土
地
所
有
の

経
済
的
な
実
現
形
態
た
る
地
代

（封
建
地
代
）
は
、
地
租
の
金
納
化
に
よ

っ
て

租
税
と
し
て
の
性
格
も
あ
わ
せ
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
も
の
の
、
地
租
改
正
に
よ

っ
て
直
ち
に
揚
棄
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、　
一
方
、
地
租
は
、
金
納
地
代
の

一
般
法
則
に
し
た
が

っ
て
、

明
治
十
年
以
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ー
ー
特
に
米
価
の
騰
貴

―
―
に
よ
る

実
質
的
減
額
と
、
明
治
十
年
の
減
租
に
よ
る
貨
幣
表
示
額
の
減
少
と
、
の
結

果
、

「
租
税
」
に
転
化
し
、
封
建
的
地
代
の
性
質
を
脱
却
し
た
こ
と
。
（じ

野
呂
が
あ
げ
て
い
た
米
価
騰
貴
に
、
明
治

一
〇

（
一
八
七
七
）
年

の
減
租

（
六
分
の

一
減
租
）
を
加
え
て
、
改
正
地
租
の
地
代
と
し
て
の
側
面
が
揚
棄
さ

れ
た
、
換
言
す
れ
ば
、
天
皇

（国
家
）
に
集
中
さ
れ
て
い
た
封
建
的
土
地
所
有

の
規
範
が
解
消
さ
れ
た
、
と
川
島
は
考
え
て
い
る
。
で
は
、
封
建
的
土
地
所
有

と
封
建
地
代
が
な
く
な

っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
寄
生

地
主
制
に

「
移
譲
」
さ
れ
た
と
す
る
。

地
租
の
減
額
は
、
独
立
自
営
農
民
層
の
創
出
の
か
わ
り
に
、
地
主
の
高
率

地
代
収
取
の
保
障
、
封
建
的
地
代
収
取
権
の
地
主

へ
の

「
移
譲
」
、
を
結
果

し
た
と
と
も
に
、
自
作
農
民
に
は
新
た
な
形
態
で
の
半
隷
農
制
が
維
持
さ
れ

る
。

（中
略
）
か
よ
う
に
し
て
、
半
封
建
的
地
主
小
作
制
が
、
日
本
に
お
け

る
支
配
的
な
土
地
所
有
型
態
と
な
る
こ
と
が
、
決
定
さ
れ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
従
来
の
零
細
な
規
模
で
の
農
業
生
産
様
式
は
大
体
に

お
い
て
は
そ
の
ま
ま
固
定
し
存
続
し
、
こ
と
な

っ
た
の
は
、
封
建
地
代
収
取

関
係
の
重
点
が
あ
ら
た
に
地
主
と
小
作
人
と
の
関
係
に
移
転
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
３
）

封
建
的
土
地
所
有
と
封
建
地
代
の

「
移
譲
」
な
い
し

「
移
転
」
先
と
な

っ
た

寄
生
地
主
制
は
、
①
国
家
の
強
力
に
よ

っ
て
地
主
の
経
済
外
的
強
制
を
補
充

・

保
障
さ
れ
る
と
と
も
に
、
②
協
同
体
的
諸
関
係
を
随
伴
す
る
こ
と
に
な
る
。

田
封
建
地
代
の
収
取
を
確
保
す
る
封
建
的
な
経
済
外
的
強
制
が
、
地
主
と

小
作
人
と
の
関
係
に
お
い
て
基
本
的
に
は
存
続
し
、
さ
ら
に
、
地
代
が
地
租

の
基
礎
で
あ
る
こ
と
の
ゆ
え
に
、
地
代
収
取
の
経
済
外
的
強
制
は
、
国
家
の

強
力
に
よ

っ
て
も
補
充
せ
ら
れ
保
障
さ
れ
る
。

（中
略
）

０
生
産
様
式
が
そ
れ
ま
で
と
は
本
質
的
に
は
か
わ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
生
産
様
式
と
内
的
に
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
こ
ろ
の

・
家
父
長

制
的
お
よ
び
村
落
協
同
体
的
な
協
同
体
的
諸
関
係
の
維
持
存
続
を
必
然
的
に

伴

っ
て
お
り
、
だ
か
ら
、
近
代
的
所
有
権
の
前
提
た
る
と
こ
ろ
の

・
協
同
体

的
諸
関
係
か
ら
の
所
有
権
の
解
放
と
い
う
こ
と
が
実
現
し
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
９
）

経
済
外
的
強
制
や
協
同
体
的
諸
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
地
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主
的
土
地
所
有
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
近
代
的
な
土
地
所
有
と
看
傲
す
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

「
し
た
が

っ
て
、
農
業
生
産
に
お
い
て
は
、
近
代
的
土
地

所
有
権
は
明
治
の
改
革
に
よ

っ
て
は
成
立
し
な
か

っ
た
Ｌ
じ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
で
は
い
っ
た
い
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
近
代
的
な
土
地
所
有
権
は
い
つ
成

立
す
る
の
か
。　
一
九
四
九
年
の
時
点
で
、
川
島
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の

一
般
的
成
立
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の

受
諾
、
占
領
軍
の
民
主
化
政
策
に
よ

っ
て
基
本
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
、
具
体

的
に
は
、　
一
九
四
七
年
五
月
二
日
の
新
憲
法
の
成
立
に
よ
る
近
代
的
民
主
主

義
国
家
の
成
立
、
及
び
農
地
改
革

（中
略
）
に
よ

っ
て
は
じ
め
て

一
応
制
度

的
に
完
成
す
る
予
定
と
な

っ
た
。
（り

結
局
の
と
こ
ろ
、
川
島
は
、
帝
国
憲
法
体
制
下
で
は
近
代
的
な
土
地
所
有
権

が
成
立
し
な
か

っ
た
、
と
の
法
社
会
学
的
見
地
に
立

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
法
実
証
主
義

（法
解
釈
学
）
的
見
地
と
、
真
向
う
か
ら
対
立

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
否
、
む
し
ろ
、
あ
え
て

そ
れ
に
対
抗
し
て
、
自
己
の
見
地
を
提
示
し
た
と
言

っ
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
法
制
度
を
あ
げ
つ
ら
う
だ
け
で
は
、
川
島
説
の
批
判
と
は
そ
も

そ
も
な
り
得
ぬ
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
野
呂
説
の
難
点
を

克
服
せ
ん
と
し
た
川
島
説
の
真
骨
頂
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

０
　
川
島
説
の
問
題
点

封
建
的
土
地
所
有
と
封
建
地
代
の
、
寄
生
地
主
制

へ
の

「
移
譲
」
な
い
し
コ
炒

転
」
と
い
う
所
論
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
改
正
地
租
の
性
格
規
定
に
か
か
わ
る

範
囲
で
の
、
川
島
説
の
問
題
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

川
島
説
の
難
点
は
、
土
地
私
有
権
と
土
地
高
権
の
分
化
と
、
地
代
と
租
税
の

分
化
と
が
照
応
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
地
租
改
正
に
よ

っ
て
国
家
の
土

地
高
権

へ
と
昇
率
し
た
は
ず
の
封
建
的
土
地
所
有
が
、
明
治

一
〇
年
代
ま
で
存

続
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
混
乱
と
言
わ
ぎ
る
を
得
ま
い
。

ま
た
、
地
租
改
正
後
、
地
代
と
租
税
の
関
係
は
、
減
租
と
イ
ン
フ
レ
で
分
化

し

（第

一
段
階
）
、
デ
フ
レ
下
の
農
民
層
分
解
で
、
地
代
の
方
は
国
家
か
ら
寄

生
地
主

へ

「
移
譲
」
な
い
し

「
移
転
」
さ
れ
た

（第
二
段
階
）
と
い
う
。
地
代

と
租
税
の
分
化
と
、
「
移
譲
」
な
い
し

「
移
転
」
と
は
、

論
理
的
に
は
表
裏
の
関

係
に
あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
か
な
ら
ず
し
も
同
時
に
生
起
す
る
も
の
と
考
え
る

必
要
は
な
か
ろ
う
。
と
は
言
え
、

「
移
譲
」
な
い
し

「
移
転
」
の
結
果
、
分
化

が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、
そ
の
逆
の
場
合
は
、
何
を
も

っ
て

分
化
し
た
と
み
る
か
と
い
う
点
で
目
安
を
欠
い
て
お
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い

と
思
わ
れ
る
。

何
故
、
こ
う
し
た
こ
と
が
お
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
地
租
改
正
後
も
土
地
所

有
と
改
正
地
租
の
法
的
性
格
は
未
確
定
で
あ
り
、
帝
国
憲
法
の
制
定
に
よ

っ
て

よ
う
や
く
そ
の
確
定
を
み
る
―
―

こ
う
し
た
維
新
後
に
お
け
る
土
地
を
め
ぐ
る

法
的
関
係
の
推
移
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
認
識
の
上
に
、
川
島
説
が
組
み
立
て

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
歴
史
実
体
を

あ
る
程
度
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

ま
と
め
に
か
え
て

野
呂
栄
太
郎
の
国
家
＝
最
高
地
主
説
は
、
戦
後
の
地
租
改
正
研
究

昴
）で
は
、

ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
維
新
後
の
土
地
を
め
ぐ
る
法
的
関

係
の
推
移
を
検
討
し
て
い
く
と
、　
一
概
に
そ
れ
を
無
根
拠
な
も
の
と
言
い
切
れ

な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
小
稿
で
は
、
そ
の

所
説
を
詳
し
く
検
討
し
、
那
辺
に
問
題
点
が
あ
る
の
か
を
摘
出
す
る
作
業
を
行

な

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
法
制
度
と
の
関
係
を
適
切
に
処
理
で
き
な
か

っ

た
野
呂
説
の
難
点
を
、
法
社
会
学
的
見
地
か
ら
克
服
せ
ん
と
し
た
、
川
島
武
宜

の
所
説
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
た
。

こ
う
し
た
野
呂
や
川
島
の
所
論
の
、
学
史
上
の
座
標
を
正
確
に
認
識
す
る
た

め
に
は
、
維
新
後
の
土
地
を
め
ぐ
る
法
的
関
係
の
推
移
を
究
明
す
る
作
業
が
不

可
欠
と
な
る
。
そ
れ
は
別
稿
で
は
た
す
予
定
で
あ
る
た
め
、
小
稿
で
は
そ
こ
で

の
結
論
を
念
頭
に
お
く
に
と
ど
め
た
。
そ
れ
故
、
い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
の
行
論

と
な

っ
た
憾
み
も
あ
る
が
、
寛
恕
さ
れ
た
い
。
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（１
）
佐
々
木
寛
司

『
地
租
改
正
　
近
代
日
本
へ
の
土
地
改
革
』
中
公
新
書
、

一
九
八
九
年

一
一
月
、　
一
九
七
頁
。

（２
）
野
呂
栄
太
郎

『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』
①
、
岩
波
文
庫
、　
一
九
八
三

年

一
一
月
、
八
四
頁
。

（３
）
同
右
二
一
九
頁
。

（４
）
前
揚

『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』
０
、　
一
九
八
三
年

一
二
月
、　
一
九
～

二
〇
頁
。

（５
）

同
右

一
七
頁
。

（６
）

同
右

一
五

一
～
二
頁
。

（７
）

Ｋ

・
マ
ル
ク
ス

『
資
本
論
』

（
八
）
、
岩
波
文
庫
、　
一
九
六
九
年
九
月
、

二
九
四
頁
。

（８
）
前
掲

『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』
０
、　
三
全

一頁
。

（９
）
同
右

一
六

一
頁
。

（Ю
）
同
右

一
六
四
頁
。

（Ｈ
）
同
右

一
六
五
頁
。

（‐２
）
同
右

一
六
五
～
六
頁
。

（‐３
）

同
右

一
六
六
頁
。

（‐４
）

同
右

一
一
六
～
七
頁
。

（‐５
）
前
掲

『
資
本
論
』

（
八
）
、
二
九
四
頁
。

（‐６
）
前
掲

『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』
０
、　
一
七
二
頁
。

（‐７
）

同
右

一
七
二
～
三
頁
。

（‐８
）
同
右

一
七
〇
頁
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
。

（‐９
）

同
右

一
七
四
頁
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
。

「
土
地
の
法
律
上
の

占
有
者
」

（
同
右

一
七
八
頁
）
と
も
い
う
。

（２０
）
同
右

一
七
八
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
。

へ２‐
）
同
右

一
七
八
頁
。

（２２
）

同
右

一
七
八
～
九
頁
。

（２３
）

同
右
二
〇
九
頁
。

（２４
）
共
２５
）

同
右

一
八
三
頁
。

（２６
）

・
（２７
）

川
島
武
宜

『
所
有
権
法
の
理
論
』
岩
波
書
店
、　
一
九
四
九
年

二
月
、
八
〇
頁
。

（２８
）

同
右
八
三
頁
。

（２９
）

・
（３０
）

．
（３‐
）
　

同
右
八
四
頁
。

（３２
）

・
（３３
）

同
右
八
五
頁
。

（３４
）

同
右
八
五
～
六
頁
。
原
文
は
改
行
し
て
い
な
い
が
、
四
契
機
を
整
理
す

る
都
合
で
、
引
用
に
あ
た

っ
て
改
行
し
た
。

（３５
）

。
（３６
）

同
右
八
六
頁
。

（３７
）
同
右
八
六
～
七
頁
。
原
文
は
改
行
し
て
い
な
い
が
、
論
点
整
理
の
都
合

上
、
引
用
に
あ
た

っ
て
改
行
し
た
。

（３８
）
同
右
八
七
頁
。

（３９
）

同
右
九
二
頁
。

（４０
）
戦
後
の
地
租
改
正
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
地
租
改
正
を
め
ぐ
る
農

民
間
争

―
―
和
歌
山
県
那
賀
郡

―
―
」

（
津
田
秀
夫
編

『
近
世
国
家
の
解

体
と
近
代
』
塙
書
房
、　
一
九
七
九
年

一
一
月
）
で
若
干
の
批
判
的
検
討
を

試
み
て
い
る
。

（
一
九
九

一
年

一
〇
月

一
七
日
稿
了
）
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